
2．2．3 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金に閲し、個別の事例毎に企業名、金額及び受取人が対応  

づけられる形で書類上管理されているか否かについて、該当するものに「リ」をつけてください。（単  

一回答）  

口 1．個別事例毎に企業名、金額及び受取人が対応できる形で管理されている  

□ 2．管理されていない  

□個別事例ごとに管理されている 回管理されていない □回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2・2・4 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の受領に関し、企業名、金額及び受取人の情報の公表の  

取扱いについて、該当するものに「ソ」をつけてください。（単一回答）  

□ ■1一 学部内（学内）・学外問わず全て（「企業名、金額及び受取人」のことを指す。以下2．2．4において  

同じ。：）公表している  

□ 2・学部内（学内）のみ全て公表しているが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 3■ 学部内（学内）・学外とも全ては公表していないが、情報公開請求があれば全て公表する  

口 4．情報公開請求があっても全ては公表していない  

外問わず全て公表  【コ   

日学部内のみ全て公表／公開請求があれば全て公表  

国学部内外とも全ては公表していない／公開請求があれば全て公表  
日†吉報公開請求があっても全ては公表しない  

□回答なし  

－。ニミ ・・圭  一   至  全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （n＝9）  

ニ・…  董      ‥  国公立薬学部（n＝5）  

】  匡∃階上物陸済詞  私立薬学部（n＝8）  
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2．2．5 2．2．4で1．又は2．にチェックをされた方のみお答え下さい   

企業名、金額及び受取人に関する情報の学部内（学内）への公表の方法について、該当するものに「γ」  

をつけてください。（複数回答可）  

□ 1．学内で書類の閲覧が可能  

口 2．学内掲示版等に書面で掲示  

□ 3．学内で書類を回覧  

口 4．学内イントラネット、学内ページ（パスワード管理など）で学内向けに公表  

□ 5．学内の会議で周知  

□ 6．広報文書、広報誌で周知  

□ 7．インターネットで学内外に公表  

0  1  2  

学内で書類の閲覧が可能  

学内掲示板等に書面で掲示  

学内で書類を回覧  

学内ページで学内向けに公表  

学内の会議で周知  

広報文書、広報誌で周知  

インターネットで学内外に公表  

回答なし  
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2．2．7 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の受領に関し、拠出側情報（企業名および各企業からの  

金飴）の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

口 1．企業名および各企業からの金額を全て公開している  

ロ 2．原則として公開するが、少額の場合など、一部省略する場合がある  

ロ 3．企業名を伏せて企業毎の金額を公開している  

□ 4．総額のみを公表している  

□ 5．企業名を示すが、企業毎の金矧ま公開していない  

□ 6．企業名、金額ともに公開していない  

□企業名、金額全て公開  日原則公開／一部省略する場合がある  

日企業名を匿名化して金額を公開  日総額のみを公表  

日企業名を示すが、個別金額は非公開 囚企業名、金額とも非公開  

□回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2．2．8 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の受領に閲し、受け取り側情報（講座名、研究者名等）  

の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

D l．研究者名及び受領内容を全て公開している  

□ 2．原則として公開するが、少額の場合など、一部省略する場合がある  

□ 3．研究者名を匿名化して受領内容を公開している  

□ 4．講座等の単位のみで公開し、研究者毎の情幸艮は公開していない  

□ 5．公開していない  

臼研究者名、受領内容を全て公開  日原則公開／一部省略する場合がある  

同研究者名を匿名化し公開  日講座等単位のみで公開  

田公開していない  □回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

≡二‡二‥L＿＿”ニ＿二二  私立医学部（n＝9）  

犯0 国公立薬学部（n＝5）  

童‥ ・、、、、＿＿二「＿二＿  私立薬学部（n＝8）  
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＿＿＿一■一■■■■－－－＝－－＝－－－一一＝一＝＝－－－－－－＝一－－＝一－－一－－－－－－－一－－一－－－－－－－－－－－一一－＝－－－－－＝－－－－＝－－－－－－－－－－－－－－－‾‾‾‾‾‾‾‾▼▼‾■ 

2．2．9 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の受領に際して、光熱水料などの間接経費を組織（大学、  

学部）へ割り当てるとする規程はありますか。（単一回答）  

口1．規程で明文化し、間接経費を徴収している  

□ 2＿ 明文化した規程はないが、間接経費を徴収している  

□ 3＿ 間接経費を徴収していない  

が  明文規程はない  ロ規程で明文化し徴収  白   

田間接経費を徴収していない  □回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2．2．10 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の受領に際して、光熱水料などの間接経費の割り当て  

率（金額により異なる場合は最も多いもの）をお答え下さい。（1％以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1．0％（間接経費無し）  

［コ 2．1～10％  

［］ 3．11～20％  

□ 4．21～30％  

□ 5．31～40％  

ロ 6．41～50％  

□ 7．51％以上  

ロ0％  El～10％ 臼11～20％ 匹21～30％ 臼31～40％ 臼41～50％  

b51％以上 口回答なし  

娼 全  体（n＝33）  

軒転璽紺州榊棚㈲ 国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

62・5  私立薬学部（n＝8）  
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（3）寄附講座開設について  

2・3・1製薬企業からの寄附講座開設時の経理方法（機関経理か否か）について、該当するものに「γ」  

をつけてください。，（単一回答）  

□ 1．全て機関経理である  

口 2．原則機関経理であるが、一部例外がある  

□ 3．機関経理とそれ以外（直接研究者の口座に入金）が併存している  

□ 4．機関経理は行わない  

□全て機関経理である  日原則機関経理  

四機関経理とそれ以外が併存  田機関経理は行わない  

□回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2．3．2 製薬企業からの寄附講座開設時の使途の管理方法に係る規程の有無について、該当するものに  

「γ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．規程あり  

□ 2．規程なし  

臼規程あり  四規程なし  ロ回答なし  

2L  全  体（n＝33）  

・・   国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2－3・3 製薬企業からの寄附講座開設時の費用に関し、個別の事例毎に企業名、金額及び受取人が対応て  

づけられる形で書類上管理されているか否かについて、該当するものに「リ」をつけてください。（単  

一回答）  

□ 1．個別事例毎に企業名、金嶺及び受取人が対応できる形で管理されている  

ロ 2．管理されていない  

□個別事例ごとに管理されている 田管理されていない □回答なし  

全  体（n＝二33）  

国公立医学部（n＝11）  

…、、、…  私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2．3．4 製薬企業からの寄附講座開設時の費用の受領に関し、企業名、金額及び受取人に関する情報の  

公表の取扱いについて、該当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

ロ1．学部内（学内）・学外問わず全て（「企業名、金額及び受取人」のことを指す。以下2・3・4において  

同じ。）公表している  

□ 2．学部内（学内）のみ全て公表しているが、情報公開請求があれば全て公表する  

口 3．学部内（学内）・学外とも全ては公表していないが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 4．情報公開請求があっても全ては公表していない  

日学部内のみ全て公表／公開請求があれば全て公表  

国学部内外とも全ては公表していない／公開請求があれば全て公表  
田一「育報公開請求があっても全ては公表しない  

口回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

蓋－・毒二‾…ll  国公立薬学部（n＝5）  

弧 私立薬学部（n＝8）  
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又は2．にチェックをされた  方のみにお  伺いします  

企業名、金額及び受取人に関する情報の学部内（学内）への公表の方法について、該当するものに「レ」  

をつけてください．⊃（複数回答可）  

□ 1．学内で書類の閲覧が可能  

口 2．学内掲示版等に書面で掲示  

口 3＿ 学内で書類を回覧   

口 4・学内イントラネット、学内ページ（パスワード管理など）で学内向けに公表  

□ 5＿ 学内の会議で周知  

□ 6．広報文書、広報誌で周知  

□ 7．インターネットで学内外に公表  

1  2  3  4  

学内で書類の閲覧が可能  

学内掲示板等に書面で掲示  

学内で書類を回覧  

学内ページで学内向けに公表  

学内の会議で周知  

広報文書、広報誌で周知  

インターネットで学内外に公表  

回答なし  
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2・3・6 2・3・4で1・にチェックをされた方のみlこお伺し＼します   

企業名、金額及び受取人に関する情報の学外への公表の方法について、該当するものに「γ」をつけ  

てください。（複数回答可）  

D l．学内で書類の閲覧が可能  

□ 2．学内掲示版等に書面で掲示  

□ 3．広報文書、広報誌で周知  

口 4．インターネットで公表  

口 5．経理書類として公表  

0  1  2  3  

学内で書類の閲覧が可能  

学内掲示板等に書面で掲示  

広報文書、広報誌で周知  

インターネットで学内外に公表  

経理書面として公表  

回答なし  
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▲一－－－▼－－－ －－－一－－－－－一一－ －－－ － 一－－－1－－－1－－－－－－－一一－ －－－一一－一一－一一 －－－一一‾‾‾▼ノ「【▼▼‾  

2．3．7 製薬企業からの寄附講座開設時の費用の受領に関し、拠出側情報（企業名および各企業からの  

金額）の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「γ」をつけてください0（単一回答）  

□1＿ 企業名および各企業からの金額を全て公開している  

ロ 2＿ 企業名を伏せて企業毎の金額を公開している  

□ 3．総額のみを公表している  

□ 4．企業名を示すが、企業毎の金額は公開していない  

□ 5．企業名、金諭ともに公開していない  

日企業名を匿名化して金額を公開  

日企業名を示すが、個別金額は非公開  

□回答なし  

ロ企業名、金額全て公開  

田総額のみを公表  

田企業名、金額とも非公開  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（「．＝5）  

私立薬学部（rl＝8）  
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2．3．8 製薬企業からの寄附講座開設時の費用の受領に関し、受け取り側情報（講座名、研究代表者名  

等）の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「Zノ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．代表研究者名及び受領額を全て公開している  

□ 2．原則として公開するが、少額の場合など、一部省略する場合がある  

□ 3．講座名又は代表研究者名を公開し、金客引ま公開していない  

口 4．公開していない  

□研究者名、受領内容を全て公開  白原則公開／一部省略する場合がある  

日講座または研究者のみで金額は非公開田公開していない  

□回答なし  

全  体 （n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

60. O 国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部 （n＝8）  
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2．3．9 製薬企業からの寄附講座開設時の費用の受領に際して、光熱水料などの間接経費を組織（大学、  

学部）へ割り当てるとする規程はありますか。（単一回答）  

□ 1．規程で明文化し、間接経費を徴収している  

口 2．明文化した規程はないが、間接経費を徴収している  

□ 3．間接綬章を徴収していない  

□規程で明文化し徴収  臼明文規程はないが徴収している  
田間接経費を徴収していない  ロ回答なし  

全  体 （n＝33）  

＝ 国公立医学部（n＝11）  

＋宰 
私立医学部 （r】＝9）  

国公立薬学部（rl＝5）  

－  
私立薬学部 （rl＝8）  
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2．3，10 製薬企業からの寄附講座開設時の費用の受領に際して、光熱水料などの間接経貴の割り当て  

率（金額により異なる場合は最も多いもの）をお答え下さい。（1％以下は切り上げ）（単一回答）  

口 1．0％（間接経責無し）  

［コ 2．1～10％  

［コ 3．11～20％  

［コ 4．21～30％  

［コ 5．31～40％  

［］ 6．41～50％  

□ 7．51％以上  

□0％  El～10％  田11～20％ 臼21～30％ 臼31～40％ 臼41～50％  

■51％以上 □回答なし  

＿ 

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

4・4 私立医学部（n＝9）  

－  国公立薬学部（n＝5）  

萱     ト  私立薬学部（n＝8）  
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（4）研究費を伴う研究生等受入れについて  

■√－－－－一一－一一一一一一一一一－－一－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－一一－←一←－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－▲‾▲】‾一  

2，4．1製薬企業からの研究費を伴う研究生等受入れ時の研究費の経理方法（機関経理か否か）につい≡  

て、該当するものに「リ」をつけて〈ださい。（単一回答）  

□ 1．全て機関経理である  

□ 2．原則機関経理であるが、一部例外がある  

□ 3＿ 機関経理とそれ以外（直接研究者の口座に入金）が併存している  

□ 4．機関経理は行っていない  

□全て機関経理である  日原則機関経理  

田機関経理とそれ以外が併存  田機関経理は行っていない  

ロ回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

】l  私立医学部（Il＝9）  

国公立薬学部（「＝5）  

私立薬学部（rl＝8）  
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2．4．2 製薬企業からの研究費を伴う研究生等受入れ時の研究真の管理方法に係る規程の有無につい  

て、該当するものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．規程あり  

□ 2．規程なし  

□規程あり  田規程なし  □回答なし  

全  体 （n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

…  私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2．4．3 製薬企業からの研究費を伴う研究生等受入れ時の研究費に関し、個別の事例毎に企業名、金額  

及び受取人が対応づけられる形で書類上管理されているか否かについて、該当するものに「リ」をつ  

けてください。（単一回答）  

ロ 1＿ 個別事例毎に企業名、金額及び受取人が対応できる形で管理されている  

口 2．管理されていない  

□個別事例ごとに管理されている 田管理されていない □回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

4 作彬※刻l 私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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